
１　目的

２　指導及び監督の内容

　貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業
輸送安全規則（平成２年運輸省令第22号。以下
「安全規則」という。）第10条第１項（乗務員
に対する指導及び監督）の規定に基づき、１に掲
げる目的を達成するため、２に掲げる内容につい
て、３に掲げる事項に配慮しつつ、貨物自動車運

　トラックの運転者は、大型の自動車を運転した
り、多様な地理的、気象的状況の下で運転したり
することから、道路の状況その他の運行の状況に
関する判断及びその状況における運転について、
高度な能力が要求される。このため、貨物自動車
運送事業者は、トラックの運転者に対して継続的
かつ計画的に指導及び監督を行い、他の運転者の

　貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であ
り、貨物を安全、確実に輸送することが社会的
使命であることを認識させるとともに、トラッ
クによる交通事故が社会に与える影響の大きさ
及びトラックの運転者の運転が他の運転者の運

　貨物自動車運送事業法に基づき運転者が遵守
すべき事項及び交通ルール等を理解させるとと
もに、これらを遵守した安全な運転方法につい

送事業の用に供する事業用自動車（以下「トラッ
ク」という。）の運転者に対する指導及び監督を
実施するものとし、指導及び監督を実施した日時、
場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受け
た者を記録し、かつ、その記録を営業所において
保存するものとする。

模範となるべき運転者を育成する必要がある。そ
こで、貨物自動車運送事業者がトラックの運転者
に対して行う一般的な指導及び監督は、貨物自動
車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守
すべき事項に関する知識のほか、トラックの運行
の安全を確保するために必要な運転に関する技能
及び知識を習得させることを目的とする。

転に与える影響の大きさ等を理解させ、トラッ
クの運行の安全を確保するとともに他の運転者
の模範となることがトラックの運転者の使命で
あることを理解させる。

て、これらから逸脱した運転方法に起因する交
通事故の実例を説明すること等により、確認さ
せる。

貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針

1 トラックを運転する場合の心構え1

� 平成13年８月20日　国土交通省告示第1366号
� （平成21年10月1日　一部改正）　　　　 ���　　

第１章　一般的な指導及び監督の指針

2 トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項2

　トラックの車高、視野、死角、内輪差（右左 折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が

3 トラックの構造上の特性3
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　偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び
運搬中に荷崩れが生じないような貨物の固縛方
法を指導する。また、偏荷重が生じている場合、
制動装置を操作したときに安定した姿勢で停止

①�　当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及
び交通の状況を、あらかじめ把握させるよう
指導するとともに、これらの状況を踏まえ、
トラックを安全に運転するために留意すべき
事項を指導する。この場合、交通事故の実例
又は自社のトラックの運転者が運転中に他の
自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそ
れがあったと認識した実例（いわゆる「ヒヤ
リ・ハット体験」）を説明すること等により
運転者に理解させる。
②�　道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸
省令第67号）第２条（長さ、幅及び高さ）、
第４条（車両総重量）又は第４条の２（軸重

　過積載に起因する交通事故の実例を説明する
などして、過積載がトラックの制動距離及び安

　強風等の悪天候が運転に与える影響、右左折
時における内輪差、直前、後方及び左側方の視
界の制約及びジャックナイフ現象（制動装置を
操作したときにけん引車と被けん引車が連結部
分で折れ曲がり、安定性を失う現象をいう。）
等のトラックの運転に関して生ずる様々な危険

前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。）
及び制動距離等が他の車両と異なることを確認
させるとともに、これらを把握していなかった

できないおそれがあること及びカーブを通行し
たときに遠心力によりトラックの傾きが大きく
なるおそれがあることを交通事故の実例を挙げ
るなどして理解、習得させる。

等）について同令第55条の認定を受けたト
ラックを運転させる場合及び道路法（昭和
27年法律第180号）第47条の２第１項に
規定する許可又は道路交通法（昭和35年法
律第105号）第57条第３項（乗車又は積載
の制限）に規定する許可を受けてトラックを
運転させる場合は、安全に通行できる経路と
してあらかじめ設定した経路を通行するよう
指導するとともに、当該経路における道路及
び交通の状況を踏まえ、当該トラックを安全
に運転するために留意すべき事項を指導し、
理解させる。

定性等に与える影響を理解させる。

について、危険予知訓練の手法等を用いて理解
させるとともに、必要な技能を習得させる。ま
た、危険を予測し、回避するための自らへの注
意喚起の手法として、必要に応じ、指差し呼称
及び安全呼称を活用する。

ことに起因する交通事故の実例を説明すること
等により、トラックの構造上の特性を把握する
ことの必要性を理解させる。

4 貨物の正しい積載方法4

7 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

5 過積載の危険性5

　消防法（昭和23年法律第186号）その他の
危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する
危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方
法、積載方法及び運搬方法について留意すべき

事項を指導する。また、運搬中に危険物が飛散
又は漏えいした場合に安全を確保するためにと
るべき方法を指導し、習得させる。

6 危険物（自動車事故報告規則（昭和 26 年運輸省令第 104 号）第２条第３号に
規定されたものをいう。以下同じ。）を運搬する場合に留意すべき事項）

6

7

8 危険の予測及び回避8
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３　指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項

　適性診断の結果に基づき、個々の運転者に自
らの運転行動の特性を自覚させるよう努める。

　運転者が自ら考えることにより指導及び監督
の内容を理解できるように手法を工夫するとと
もに、常に運転者の習得の程度を把握しながら

指導及び監督を進めるよう配慮することが必要
である。

また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮
した適切な指導を行う。

　貨物自動車運送事業者は、運転者の指導及び
監督を継続的、計画的に実施するための基本的

な計画を作成し、計画的かつ体系的に指導及び
監督を実施することが必要である。

　長時間連続運転等による過労及び飲酒等の生
理的要因並びに慣れ及び自分の運転技能への過
信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事
故を引き起こすおそれがあることを実例を説明
すること等により理解させる。また、運転中に

疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩
するか、又は睡眠をとるよう指導するとともに、
飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用
の禁止を徹底する。

　疾病が交通事故の要因となるおそれがあるこ
とを事例を説明すること等により理解させ、定
期的な健康診断の結果に基づいて生活習慣の改

善を図るなど適切な健康管理を行うことの重要
性を理解させる。

3 運転者の理解を深める指導及び監督の実施3

10 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

　貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事
業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき
事項に関する知識のほか、トラックの運行の安
全を確保するために必要な運転に関する技能及

び知識を運転者に習得させることについて、重
要な役割を果たす責務を有していることを理解
する必要がある。

1 運転者に対する指導及び監督の意義についての理解1

9 運転者の運転適性に応じた安全運転9

2 計画的な指導及び監督の実施

10

11 健康管理の重要性11

2

　運転者がトラックの運行の安全を確保するた
めに必要な技能及び知識を体験に基づいて習得
し、その必要性を理解できるようにするととも
に、運転者が交通ルール等から逸脱した運転操
作又は知識を身に付けている場合には、それを
客観的に把握し、是正できるようにするため、

参加・体験・実践型の指導及び監督の手法を積
極的に活用することが必要である。例えば、交
通事故の実例を挙げ、その要因及び対策につい
て、必要により運転者を小人数のグループに分
けて話し合いをさせたり、イラスト又はビデオ
等の視聴覚教材又は運転シミュレーターを用い

4 参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用4

58

THINK3
Rectangle

THINK3
Typewriter
3



１　目的

て交通事故の発生する状況等を間接的又は擬似
的に体験させたり、実際にトラックを運転させ、
技能及び知識の習得の程度を認識させたり、実

験によりトラックの死角、内輪差及び制動距離
等を確認させたりするなど手法を工夫すること
が必要である。

　指導及び監督の具体的内容は、社会情勢等の
変化に対応したものでなければならない。この
ため、貨物自動車運送事業法その他の関係法冷
等の改正の動向及び業務の態様が類似した他の

貨物自動車運送事業者による交通事故の実例等
について、関係行政機関及び団体等から幅広く
情報を収集することに努め、必要に応じて指導
及び監督の内容を見直すことが必要である。

　指導及び監督を実施する者を自社内から選任
する貨物自動車運送事業者は、これらの者に対
し、指導及び監督の内容及び手法に関する知識

及び技術を習得させるとともに、常にその向上
を図るよう努めることが必要である。

　指導及び監督を実施する際には、指導及び監
督のための専門的な知識及び技術並びに場所を

有する外部の専門的機関を積極的に活用するこ
とが望ましい。

5 社会情勢等に応じた指導及び監督の内容の見直し5

6 指導者の育成及び資質の向上6

7 外部の専門的機関の活用7

　一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第
10条第２項の規定に基づき、第１章の一般的な
指導及び監督に加え、１に掲げる目的を達成する
ため、２の各号に掲げるトラックの運転者に対し、
それぞれ当該各号に掲げる内容について、３に掲
げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第
９条の４第１項(運転者台帳)に基づき、指導を実
施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳
に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運
転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記

録した書面を運転者台帳に添付するものとする。
　また、４の各号に掲げる運転者に対し、当該各
号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診
年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項
に基づき運転者台帳に添付するものとする。さら
に、５に掲げる事項により、運転者として新たに
雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把
握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適
性診断を受けさせるものとする。

第２章　特定の運転者に対する特別な指導の指針

　一般貨物自動車運送事業者等は、交通事故を引
き起こしたトラックの運転者についてその再発防
止を図り、また、トラックの運行の安全を確保す
るために必要な運転に関する技能及び知識を十分
に習得していない新たに雇い人れた運転者及び加
齢に伴い身体機能が変化しつつある高齢者である
運転者について交通事故の未然防止を図るために

は、これら特定の運転者に対し、よりきめ細かな
指導を実施する必要がある。そこで、特定の運転
者に対して行う特別な指導は、個々の運転者の状
況に応じ、適切な時期に十分な時間を確保してト
ラックの運行の安全を確保するために必要な事項
を確認させることを目的とする。
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２　指導の内容及び時間

　死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行
令第５条第２号又は第３号に掲げる傷害を受け
た者をいう。）を生じた交通事故を引き起こし
た運転者及び軽傷者(同条第４号に掲げる傷害

　安全規則第３条第１項に基づき運転者として
常時選任するために新たに雇い入れた者(当該
貨物自動車運送事業者において初めてトラック
に乗務する前３年間に他の一般貨物自動車運送

を受けた者をいう。）を生じた交通事故を引き
起こし、かつ、当該事故前の３年間に交通事故
を引き起こしたことがある運転者(以下「事故
惹起運転者」という。）

事業者等によって運転者として常時選任された
ことがある者を除く。以下「初任運転者」とい
う。）

11

22

■初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

内　　　　　　容 時　間
①トラックの安全な運転に関する基本的事項
　貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、ト
ラックを安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。

①
か
ら
④
ま
で
に
つ
い
て
合
計
６
時
間
以
上
実
施

す
る
こ
と
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
実
施
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。②トラックの構造上の特性と日常点検の方法

　トラックの基本的な構造及び装置の概要並びにトラックの車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理
解させるとともに、日常点検の方法を指導する。

③交通事故を防止するために留意すべき事項
　貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラツクの運行の安全を確保するために留
意すべき事項を指導する。

④危険の予測及び回避
　道路及び交通の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを回避
するための運転方法等を指導する。

⑤安全運転の実技
　実際にトラックを運転させ 主な道路及び交通状況における安全な運転方法を添乗等により指導する。

■事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間

内　　　　　　容 時　間
①トラックの運行の安全の確保に関する法令等
　トラックの運行の安全を確保するため貨物自動車運送事業法その他の法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再
確認させる。

①
か
ら
⑤
ま
で
に
つ
い
て
合
計
６
時
間
以
上
実
施
す
る
こ
と
。

⑥
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

②交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
　交通事故の実例の分析を行い、その要因となった運転行動上の問題点を把握させるとともに、事故の再発を防止す
るために必要な事項を理解させる。

③�交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
　交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに、これらの要因が事故に
つながらないようにするための対処方法を指導する。

④交通事故を防止するために留意すべき事項
　貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の安全を確保するために留
意すべき事項を指導する。

⑤危険の予測及び回避
　危険予知訓練の手法等を用いて、道路及び交通の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、
それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する。

⑥安全運転の実技
　実際にトラックを運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。

60

THINK3
Rectangle

THINK3
Typewriter
5



４　適性診断の受診

①事故惹起運転者
　当該交通事故を引き起こした後再度トラック
に乗務する前に実施する。ただし、やむを得な
い事情がある場合には、再度乗務を開始した後
１か月以内に実施する。なお、外部の専門的機
関における指導講習を受講する予定である場合
は、この限りでない。

②初任運転者
　当該貨物自動車運送事業者において初めてト
ラックに乗務する前に実施する。ただし、やむ
を得ない事情がある場合には、乗務を開始した
後１か月以内に実施する。
③高齢運転者
　４の３の適性診断の結果が判明した後１か月
以内に実施する。

1 指導の実施時期1

　４の３の適性診断の結果を踏まえ、個々の運
転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じ

高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)

たトラックの安全な運転方法等について運転者
が自ら考えるよう指導する。

33

３　特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項

　事故惹起運転者が交通事故を引き起こした運
転行動上の要因を自ら考え、初任運転者がトラ
ックの安全な運転に関する自らの技能及び知識
の程度を把握し、高齢運転者が加齢に伴う身体
機能の変化を自覚することにより、これらの運
転者がトラックの運行の安全を確保するための
知識の充実並びに技能及び運転行動の改善を図
ることができるよう、４の適性診断の結果判明
した当該運転者の運転行動の特性も踏まえ、当
該運転者と話し合いをしつつきめ細かな指導を

実施することが必要である。また、この場合に
おいて、当該運転者が気づかない技能、知識又
は運転行動に関する問題点があれば、運転者と
してのプライドを傷つけないように配慮しつつ
これを指摘することが必要である。さらに、指
導の終了時に、運転者により安全な運転につい
ての心構え等についてのレポートを作成させる
などして、指導の効果を確認することが望まし
い。

2 きめ細かな指導の実施2

　指導を実施する際には、２に掲げるような手
法についての専門的な知識及び技術並びに指導

のための場所を有する外部の専門的機関を可能
な限り活用するよう努めるものとする。

3 外部の専門的機関の活用3

　当該交通事故を引き起こした後再度トラック
に乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区
分ごとにそれぞれの区分の運転者のための適性
診断として国土交通大臣が認定したものを受診
させる。ただし、やむを得ない事情がある場合

には、乗務を開始した後１か月以内に受診させ
る。
①�　死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起
こし、かつ、当該事故前の１年間に交通事故
を引き起こしたことがある者

1 事故惹起運転者1
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　平成13年９月１日において現に65才以上
である運転者に対しては、平成14年８月31
日までの間に１回、また、平成13年９月２日
以後65才に達した運転者に対しては、65才

に達した日以後１年以内に１回高齢運転者のた
めの適性診断として国土交通大臣が認定したも
のを受診させ、その後３年以内ごとに１回受診
させる。

3 高齢運転者3

②�　死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起
こし、かつ、当該事故前の１年間に交通事故
を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生

　当該貨物自動車運送事業者において初めてト
ラックに乗務する前に初任運転者のための適性
診断として国土交通大臣が認定したものを受診

じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故
前の３年間に交通事故を引き起こしたことが
ある者

させる。ただし、やむを得ない事情がある場合
には、乗務を開始した後１か月以内に受診させ
る。

22 初任運転者及び運転者として常時選任するために雇い入れた者（初任運転者を
除く。）であつて当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務す
る前３年間に初任運転者のための適性診断を受診したことがない者

　１の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転
者に該当した場合であって、４（1）の適性診

断（61頁）を受けていない場合には、適性診
断を受けさせること。

　１の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転
者に該当した場合であって、２（1）の特別な

指導（60頁）を受けていない場合には、特別
な指導を行うこと。

33

５　新たに雇い入れた者の事故歴の把握

　一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第
3条第1項に基づき運転者を常時選任するため
に新たに雇い入れた場合には、当該運転者につ
いて、自動車安全運転センター法（昭和50年
法律第57号）に規定する自動車安全運転セン

ターが交付する無事故・無違反証明書又は運転
記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を
把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確
認すること。

11

22
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貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正及び平
成13年国土交通省告示第1366号（指導監督の指
針）の一部改正並びに安全規則の解釈及び運用通達
の一部改正概要（要旨）について

安全規則関係

国土交通省告示（指導監督指針）関係

１ ．事業者が運転者に対する指導監督を実施した
ときは、その内容を記録し、当該記録を営業所
において３年間保存すること（規則第10条第

１項）
２ ．上記記録及び保存業務が運行管理者の業務に

追加（規則第20条第１項第14号）

１ ．事業者は、新規採用運転者に対し運転記録証
明書や無事故・無違反証明書を確認し過去の事
故歴を把握すること（指導監督指針第２章５
（1））。

２ ．確認の結果、事故惹起運転者に該当し、かつ
特別な指導及び適性診断を受けていない場合に
は、特別な指導及び適性診断を実施すること
（指導監督指針第２章５（2））。

安全規則の解釈及び運用通達関係
１ ．新規採用運転者が事故惹起運転者に該当した

場合及び事故惹起運転者に該当し、かつ65歳
以上である場合には、国土交通大臣が認定する
適性診断（特定診断Ⅰ又はⅡのいずれか）を受
けることによって、それぞれ初任診断又は適齢
診断を受診したものとみなすことができる（通
達第10条６、８）。

２．指導監督指針第２章５に規定する新規採用運
転者の事故歴は少なくとも過去３年間分とし、初
めてトラックに乗務するまでに把握するとともに、
把握する事故は事業用自動車によるものに限らな
いものとする（通達第10条９、10）。
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